
学校跡地・施設の利活用方法アイデアのカテゴライズ化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補足Ａ 植物工場に関する展示や見学。あるいは、栽培作物を使った食事の提供（カフェなど）により、 

交流・学習にもカテゴライズされると考えられる。 

                                           ※補足Ｂ 外国人との交流、英会話講座の実施などにより、交流・学習にもカテゴライズされると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 語 学 校 

【外国人留学生対象】 

№21 

国内留学合宿所 

【日本人生徒等対象、宿泊施設を含む】 

№19 №20 

交流・学習 

国 際 化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準 備 教 育 施 設 

【外国人留学生対象】 

№22 

観光・タウンプロモーションなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 然 体 験 施 設 

【農業体験、宿泊施設を含む】 

№9 

自 然 

農 業 等 

福 祉 

植 物 工 場 

№11 №12 

植 物 工 場 

【障害者が就労するもの】 

№14 №15 

老人ホーム 

№17 

カートスクール 

№6 

撮 影 ス タ ジ オ 

【ドラマ・映画・CM等】 

№4 №5 

捨て犬シェルター 

№16 

職業訓練 

ドローンスクール 

№5 

ＩＣＴ技術者訓練施設 

【厚労省奨励金を活用】 

№18 

ビオトープ展示施設 

№8 

 

高齢者の認知検査所 

【運転免許更新関係】 

№1 

高齢者の講習所 

【運転免許更新関係】 

№2 

 

特 別 支 援 学 校 

№3 

行政機関 

のカテゴリーについて 

町内外を問わず誰でも利用でき、かつ地域住民の交流にも資すると考えられる

もの。あるいは、学校教育、生涯学習の推進にも資すると考えられるもの 

 
交流・学習 

※補足Ａ 

※補足Ａ 

※補足Ｂ 

郷 土 資 料 館 

（農具等の展示） 

文 化 

集会・交流室  公営の施設 
  

 民営の施設 

 
 

キャンプ場 

№7 

資料２ 

養 殖 場 

№13 

農業生産法人

№10 


